
＊ご不明な点がありましたら、トヨタ車体健康保険組合までご連絡ください＊

（8:30～12:00、13:00～17:30 ※土日、会社休日を除く）

外線☎０５６６－３６－３９２７ 内線☎８１－２７５５

FAX ０５６６－３６－６２８８

【療養費支給申請をされた方へ】公費医療助成を受ける方は、

「保険給付金支給決定通知書」をご利用ください

2018年6月末支払い分より「保険給付金支給証明書」を、廃止いたします。

代わりに、同内容が記載されている「保険給付金支給決定通知書」をご利用

ください。

保険給付金支給決定通知書
(こちらをご利用ください)

【廃止】

保険給付金支給証明書

「保険給付金支給決定通知書」を国や市町村へ提出すると、あなたの立て替えた

負担分が返還されます。

尚、具体的な手続きについてはご自身がお住まいの市町村へご確認ください。

参 考


